
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超砥粒と結合材の混合粉末を焼結により成形するセグメントチップの製造方法において
、焼結型

を水により溶解し除去するこ
とを特徴とするチップの中央部に柱状の空間を有する切断砥石のセグメントチップの製造
方法。
【請求項２】
　水溶性物質が、７００℃以上の融点を有する請求項１記載のセグメントチップの製造方
法。
【請求項３】
　水溶性粉末が、硫酸ナトリウム、塩化カルシウム、塩化ナトリウム、塩化マグネシウム
及びヨウ化カリウムよりなる群から選ばれたものである請求項２記載のセグメントチップ
の製造方法。
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のキャビティの底に下パンチを嵌合して塞ぎ、超砥粒と結合材の混合粉末の半量
をキャビティに充填し、ならし型を用いてキャビティ中の混合粉末の表面をならすととも
に、該表面の中央部に、予め作成した水溶性物質からなる柱状の成形品の半分が収納され
る溝を形成し、該溝の中に柱状の成形品を置き、残りの半量の混合粉末をキャビティに充
填し、キャビティ中の混合粉末の中央部に前記成形品を埋め込み、その後、キャビティの
上から上パンチを嵌合して、焼結炉により焼結型を加熱するとともに、上パンチとしたパ
ンチの間に圧力をかけて、超砥粒と結合材の混合粉末を焼結して、超砥粒焼結体を形成し
、常温まで冷却したのち、水溶性物質からなる柱状の成形品



【請求項４】
　チップの中央部の柱状の空間が、開口部の形状が菱形の四角柱であり、菱形の対角線の
１本が切断時のチップの進行方向と平行で、対角線の他の１本が切断時のチップの進行方
向と直角であり、かつ進行方向と平行な対角線が、進行方向と直角な対角線より長い請求
項１記載のセグメントチップの製造方法。
【請求項５】
　チップの中央部の柱状の空間が、開口部の形状がトラック形の柱状であり、トラック形
の重心を通りトラックの周上の２点を結ぶ最長の線分が切断時のチップの進行方向と平行
であり、トラック形の重心を通りトラックの周上の２点を結ぶ最短の線分が切断時のチッ
プの進行方向と直角である請求項１記載のセグメントチップの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、セグメントチップの製造方法に関する。さらに詳しくは、本発明は、チップの
中央部に柱状の空間を有し、研削液や切り屑の排出性に優れ、良好な切れ味を有する切断
砥石のセグメントチップの製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
石材やコンクリートの切断に用いる回転円板型や往復動鋸型の切断砥石用のセグメントチ
ップは、切断の際の研削液や切り屑の排出をよくし、チップの摩耗形状を制御し、切れ味
を向上させるために、中央部に凹溝や空間を設けることが試みられている。
例えば、実公昭５６－７４１０号公報には、刃物チップの中央部に切削方向に向かって両
側辺を残す凹溝を形成するとともに、該凹溝の端部又は中央部に前記両辺をつなぐ壁面を
、該両側辺と同材質で一体成形した硬質材料の切断用カッターが提案され、このチップは
従来のダイヤモンドチップに比べて変形摩滅が少なく、切削屑のかき出し効果及び切削効
率が大幅に向上することが報告されている。また、特開昭５８－１０４６１号公報には、
中央部に空間を有するチップを配設したダイヤモンドソーが提案され、このチップは、寿
命が終わるまで外面部断面形が凹形を保ち、石材などの切断時に偏倚現象を生じないこと
が報告されている。
このようにチップの中央部に空間を有するセグメントチップを製造するためには、従来は
、超砥粒と結合材の混合粉末からチップを仮成形したのち、チップの中央部に穴を空け、
そのまま焼結炉を用いて焼結するか、あるいは、型の中央部に黒鉛棒を通し、その周りに
超砥粒と結合材の混合粉末を充填して仮成形したのち焼結し、その後黒鉛棒を取り除くな
どの方法が行われてきた。
しかし、仮成形後に穴を空けて焼結すると、穴の形状が大きく変化し、チップの形状の制
御が困難である。また、黒鉛棒を通して焼結すると、焼結時にメタルボンドが収縮するの
で、黒鉛棒を取り除く作業に手間がかかり、コスト高になるという問題がある。
そのため、チップ形状の精度を維持したまま、簡単に製造することができる、チップの中
央部に柱状の空間を有する切断砥石のセグメントチップの製造方法の開発が求められてい
た。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、チップの中央部に柱状の空間を有し、研削液や切り屑の排出性に優れ、良好な
切れ味を有する切断砥石のセグメントチップの製造方法を提供することを目的としてなさ
れたものである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明者らは、上記の課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、超砥粒と結合材の混合
粉末の中に水溶性物質からなる柱状の成形品を埋め込み、混合粉末を焼結したのち水溶性
物質を水を用いて溶解除去することにより、容易に中央部に柱状の空間を有するチップを
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得ることができることを見いだし、この知見に基づいて本発明を完成するに至った。
　すなわち、本発明は、
（１）超砥粒と結合材の混合粉末を焼結により成形するセグメントチップの製造方法にお
いて、焼結型

を水により溶解し除去す
ることを特徴とするチップの中央部に柱状の空間を有する切断砥石のセグメントチップの
製造方法、
（２）水溶性物質が、７００℃以上の融点を有する第 (１ )項記載のセグメントチップの製
造方法、
（３）水溶性粉末が、硫酸ナトリウム、塩化カルシウム、塩化ナトリウム、塩化マグネシ
ウム及びヨウ化カリウムよりなる群から選ばれたものである第 (２ )項記載のセグメントチ
ップの製造方法、
（４）チップの中央部の柱状の空間が、開口部の形状が菱形の四角柱であり、菱形の対角
線の１本が切断時のチップの進行方向と平行で、対角線の他の１本が切断時のチップの進
行方向と直角であり、かつ進行方向と平行な対角線が、進行方向と直角な対角線より長い
第 (１ )項記載のセグメントチップの製造方法、及び、
（５）チップの中央部の柱状の空間が、開口部の形状がトラック形の柱状であり、トラッ
ク形の重心を通りトラックの周上の２点を結ぶ最長の線分が切断時のチップの進行方向と
平行であり、トラック形の重心を通りトラックの周上の２点を結ぶ最短の線分が切断時の
チップの進行方向と直角である第 (１ )項記載のセグメントチップの製造方法、
を提供するものである。
【０００５】
【発明の実施の形態】
本発明のセグメントチップの製造方法においては、超砥粒と結合材の混合粉末を焼結によ
り成形する。本発明方法に用いる超砥粒としては、ダイヤモンド砥粒及びＣＢＮ砥粒を挙
げることができる。本発明方法に用いる結合材には特に制限はなく、例えば、金属結合材
、樹脂結合材などを使用することができる。金属結合材としては、例えば、鉄、コバルト
、ニッケル、銅、錫、タングステンなどの金属単体粉末、ブロンズなどの合金粉末、さら
にこれらの金属粉末の混合物などを挙げることができる。樹脂結合材としては、例えば、
フェノール樹脂、ポリイミド樹脂などを挙げることができる。
本発明方法において、柱状の成形品として超砥粒と結合材の混合粉末の中に埋め込む水溶
性物質は、チップの焼結温度より高い融点を有するものであれば特に制限はないが、通常
は融点が７００℃以上であることが好ましく、融点が８００℃以上であることがより好ま
しい。このような水溶性物質としては、例えば、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化マ
グネシウム、塩化カルシウム、ヨウ化カリウム、硫酸ナトリウム、硫酸カリウム、硫酸マ
グネシウムなどを挙げることができる。これらの中で、塩化ナトリウム、塩化マグネシウ
ム、塩化カルシウム、ヨウ化カリウム、硫酸ナトリウムを好適に使用することができ、硫
酸ナトリウムは、成形しやすい上に、形状が崩れにくい粉末であり、結合材に悪影響を与
えるおそれがなく、水により溶解除去しても廃液による環境の汚染が少ないので、特に好
適に使用することができる。
本発明方法において、水溶性物質を柱状の成形品とする方法には特に制限はなく、例えば
、水溶性物質を金型を用いて常温又は加熱下に圧縮成形することにより柱状の成形品とす
ることができ、あるいは、湿潤した水溶性物質を柱状に成形したのち乾燥することにより
柱状の成形品とすることができる。超砥粒と結合材の混合粉末を焼結する際の水溶性物質
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のキャビティの底に下パンチを嵌合して塞ぎ、超砥粒と結合材の混合粉末の
半量をキャビティに充填し、ならし型を用いてキャビティ中の混合粉末の表面をならすと
ともに、該表面の中央部に、予め作成した水溶性物質からなる柱状の成形品の半分が収納
される溝を形成し、該溝の中に柱状の成形品を置き、残りの半量の混合粉末をキャビティ
に充填し、キャビティ中の混合粉末の中央部に前記成形品を埋め込み、その後、キャビテ
ィの上から上パンチを嵌合して、焼結炉により焼結型を加熱するとともに、上パンチとし
たパンチの間に圧力をかけて、超砥粒と結合材の混合粉末を焼結して、超砥粒焼結体を形
成し、常温まで冷却したのち、水溶性物質からなる柱状の成形品



の成形品の形態保持性を良好に保つために、焼結時に与える圧力よりも高い圧力で水溶性
物質を成形することが好ましい。本発明方法において、水溶性物質の柱状の成形品は、三
角柱、四角柱、五角柱、六角柱、円柱、楕円柱など任意の形状とすることができ、また、
柱の軸と直交する断面が連続的に拡大又は縮小する三角錐台、四角錐台、五角錐台、六角
錐台、円錐台、楕円錐台などの形状とすることができる。
【０００６】
以下、図面により本発明のセグメントチップの製造方法を説明する。図１は、本発明方法
に使用する焼結型の一態様の斜視図である。焼結型は、円柱状の型１の中にキャビティ２
が形成されている。チップの焼結に際しては、キャビティの底を下パンチの嵌合により塞
ぎ、超砥粒と結合材の混合粉末をキャビティに充填し、キャビティの上から上パンチを嵌
合し、焼結型を焼結炉を用いて加熱するとともに、上パンチと下パンチに圧力をかけて、
超砥粒と結合材の混合粉末を焼結する。本発明において使用する焼結型の材質には特に制
限はなく、例えば、黒鉛型、金型などを使用することができる。
図２は、本発明方法の実施の一態様の説明図である。本発明方法においては、あらかじめ
所望の形状の水溶性物質からなる柱状の成形品を作製しておく。本態様においては、水溶
性物質は図２ (ａ )に斜視図を示す正四角柱の形状の柱状の成形品３として作製されている
。図２ (ｂ )に示すように、キャビティの底を下パンチ４の嵌合により塞ぎ、使用する超砥
粒と結合材の混合粉末５の半量をキャビティに充填する。図２ (ｃ )に側面図を示すならし
型６を用いて、キャビティ中の混合粉末の表面をならすとともに、図２ (ｄ )に示すように
、表面中央部に柱状の成形品の半分が収容される溝を形成する。次いで、図２ (ｅ )に示す
ように、この溝の中に柱状の成形品を置き、残りの半量の混合粉末をキャビティに充填し
て、図２ (ｆ )に示すように、超砥粒と結合材の混合粉末の中央部に柱状の成形品を埋め込
む。その後、図２ (ｇ )に示すように、キャビティの上から上パンチ７を嵌合し、焼結炉に
より焼結型を加熱するとともに、上パンチと下パンチの間に圧力をかけて、超砥粒と結合
材の混合粉末を焼結する。焼結により混合粉末の見かけの体積は収縮し、それに伴って水
溶性物質からなる柱状の成形品も変形する場合があり、図２ (ｈ )に示すような超砥粒焼結
体８が形成される。焼結型を常温まで冷却したのち、上パンチ及び下パンチを外して、超
砥粒焼結体を取り出す。超砥粒焼結体は、図２ (ｉ )に示される斜視図のように、中央部に
水溶性物質からなる柱状の成形品３が埋め込まれた状態となっている。必要に応じて、超
砥粒焼結体のバリを除去する。この超砥粒焼結体を水に浸漬し、水溶性物質からなる柱状
の成形品を溶出することにより、図２ (ｊ )に斜視図を示す本発明の中央部に柱状の空間９
を有する切断砥石のセグメントチップ１０が完成する。
【０００７】
本発明方法により製造されるセグメントチップの形状には特に制限はなく、例えば、図２
に示すような直方体とすることができ、あるいは、図３に斜視図、平面図、Ａ－Ａ線断面
図及びＢ－Ｂ線断面図を示すような四角台形とすることができる。図４は、図３に示すセ
グメントチップを装着した切断砥石の一部を示す斜視図である。
本発明方法により製造されるセグメントチップの中央部に設けられる柱状の空間の形状に
は特に制限はなく、例えば、四角柱、四角台形、四角錐台、円柱、楕円柱などとすること
ができる。また、セグメントチップの中央部の柱状の空間は、チップの研削面から反対側
の面まで貫通した形状とすることができ、あるいは、チップの研削面にのみ開口部を有す
る空間とすることができる。図５は、中央部の柱状の空間が研削面にのみ開口部を有し、
反対側の面まで貫通していないチップの斜視図、平面図、Ａ－Ａ線断面図及びＢ－Ｂ線断
面図である。
本発明においては、チップの中央部の柱状の空間が、開口部の形状が菱形の四角柱であり
、菱形の対角線の１本が切断時のチップの進行方向と平行で、対角線の他の１本が切断時
のチップの進行方向と直角であり、かつ進行方向と平行な対角線が、進行方向と直角な対
角線より長い形状とすることが好ましい。
【０００８】
図６ (ａ )は、研削面における開口部の形状が菱形である四角柱の空間を有するセグメント
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チップの斜視図であり、図６ (ｂ )は、その平面図である。セグメントチップの切断時の進
行方向は、図６ (ｂ )の矢印により示す方向であるが、切断時のチップの進行方向と平行な
対角線ａの長さは、切断時のチップの進行方向と直角な対角線ｂの長さより長い。対角線
ａを対角線ｂより長くすることにより、セグメントチップが使用によって摩耗したとき、
研削面が図６ (ｃ )の側面図に示すように、研削面の中央に進行方向に沿った溝ができて、
凹状の研削面となる。研削面が凹状となることにより、切断時にセグメントチップが偏倚
して進行することがなく、安定して切断加工を行うことができる。
本発明においては、チップの中央部の柱状の空間が、開口部の形状が長方形の四角柱であ
り、長方形の１組の辺が切断時のチップの進行方向と平行で、他の１組の辺が切断時のチ
ップの進行方向と直角である形状とすることができる。図７は、開口部の形状が長方形で
あるチップの斜視図、平面図、Ａ－Ａ線断面図及びＢ－Ｂ線断面図である。本態様におい
ては、中央部の柱状の空間は、研削面から反対側の面まで貫通し、かつ研削面から離れる
につれて柱状の空間の断面積が小さくなる。
本発明においては、チップの中央部の柱状の空間を円柱状とすることができる。図８は、
中央部の柱状の空間が円柱状であるチップの斜視図、平面図、Ａ－Ａ線断面図及びＢ－Ｂ
線断面図である。
本発明においては、チップの中央部の柱状の空間を、開口部の形状がトラック形である空
間とすることができる。図９は、中央部の柱状の空間が、開口部がトラック形の柱状であ
るチップの斜視図、平面図、Ａ－Ａ線断面図及びＢ－Ｂ線断面図である。本図のチップに
おいては、トラック形の重心を通りトラックの周上の２点を結ぶ最長の線分ａが切断時の
チップの進行方向と平行であり、トラック形の重心を通りトラックの周上の２点を結ぶ最
短の線分ｂが切断時のチップの進行方向と直角である。トラック形の重心を通りトラック
の周上の２点を結ぶ最長の線分ａが切断時のチップの進行方向と平行である形状とするこ
とにより、セグメントチップが使用によって摩耗したとき、研削面が図６ (ｃ )の側面図に
示すように、研削面の中央に進行方向に沿った溝ができて、凹状の研削面となる。研削面
が凹状となることにより、切断時にセグメントチップが偏倚して進行することがなく、安
定して切断加工を行うことができる。
【０００９】
本発明方法により製造されるチップの中央部に柱状の空間を有する切断砥石のセグメント
チップを用いると、セグメントチップが使用によって摩耗したとき、研削面が図６ (ｃ )の
側面図に示すように、研削面の中央に進行方向に沿った溝ができて、凹状の研削面となる
。研削面が凹状となることにより、切断時にセグメントチップが偏倚して進行することが
なく、安定して切断加工を行うことができる。中央部の柱状の空間の形状は、円柱状であ
ることが特に好ましい。中央部の柱状の空間の形状を円柱状とすることにより、信頼性の
高い研削加工を行うことができる。
中央部に柱状の空間を有しないセグメントチップを用いると、セグメントチップが使用に
よって摩耗するに伴い、研削面が図６ (ｄ )の側面図に示すように、両肩部が摩耗し中央部
が凸状の蒲鉾型となる。中央部が凸状のセグメントチップは、切断時に加工材料から不均
一な応力を受けると、進行方向がずれて偏倚し、製品に不良を生ずるとともに、セグメン
トチップ自身の損傷をも招きやすい。チップの肩部が摩耗して丸みを帯びることを防ぐた
めに、側面に砥粒集中度の高い砥粒層を形成したチップを用いるダイヤモンドブレードが
実公平６－５０１３５公報に提案されているが、種類の異なるチップを作製する必要があ
るなど、手間がかかるという問題がある。本発明方法により製造される、チップの中央部
の柱状の空間が、開口部の形状が菱形の四角柱であり、菱形の対角線の１本が切断時のチ
ップの進行方向と平行で、対角線の他の１本が切断時のチップの進行方向と直角であり、
かつ進行方向と平行な対角線が、進行方向と直角な対角線より長い形状とすることにより
、セグメントチップが摩耗により寿命が尽きるまで、安定して切断加工を行うことができ
る。
【００１０】
【実施例】
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以下に、実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例によ
りなんら限定されるものではない。
実施例１
無水硫酸ナトリウムを金型を用いて、常温で３トン／ cm2の圧力をかけて成形し、図２ (ａ
)に示す６ mm×６ mm×１１ mmの正四角柱を得た。
粒度４０／５０のダイヤモンド砥粒と、コバルト、鉄、銅及び錫の混合粉末を混合し、２
５ mm×１１ mmの黒鉛下パンチと黒鉛外壁からなる黒鉛型のキャビティに入れた。砥粒と金
属の混合粉末の混合物の表面をならし型を用いてならし、図２ (ｄ )に示すように正四角柱
が半分埋まる形状の溝を形成し、その溝に図２ (ｅ )に示すように硫酸ナトリウムの正四角
柱を入れ、その上にさらに図２ (ｆ )に示すように砥粒と金属の混合粉末を入れて硫酸ナト
リウムの正四角柱を埋め込み、黒鉛上パンチを嵌合した。
焼結型に充填したダイヤモンド砥粒とコバルト、鉄、銅及び錫の混合粉末の混合物を、８
００℃で、ホットプレス法により焼結し、長さ２５ mm、幅８ mm、厚み１５ mmで、図２ (ｉ )
に示すように２５ mm×８ mmの面の中央部に硫酸ナトリウムの正四角柱の底面が位置するチ
ップを得た。
このチップのバリを除去したのち、４０℃の温水に浸漬し、硫酸ナトリウムを温水に溶出
せしめて、チップの中央部に正四角柱状の空間を有する切断砥石のセグメントチップを得
た。同じ操作を繰り返して、同一形状のセグメントチップ７０個を作製した。
このセグメントチップを用いて、花崗岩の切断テストを行った。直径１ ,０００ mmの円板
状のセンタベースの外周部に７０個のセグメントチップを等間隔にロウ付けして、サーキ
ュラソーブレードを作製した。このサーキュラソーブレードを石材切断試験機に取り付け
、回転数５１０ rpm、送り４ｍ／分、切り込み８ mm／回、切削水量４０リットル／分の条
件で、切断部の長さ１ ,５００ mmの花崗岩を切断した。積算切り込み量は３３０ mm／面で
あり、切断ピッチは２０ mmであった。
この切断において、切断時の主軸負荷は、最大負荷値の１３ .６％であった。セグメント
チップの摩耗１ mm当たりの花崗岩の切断面積は、６ .３ｍ 2であった。また、切断精度の指
標となる曲がり範囲は、平均０ .７５ mm、最大１ .４８ mmであった。
比較例１
実施例１と同じ黒鉛型を用い、硫酸ナトリウムの正四角柱を埋め込むことなく、実施例１
と同じダイヤモンド砥粒と金属混合粉末を実施例１と同じ焼結条件で焼結し、長さ２５ mm
、幅８ mm、厚み１５ mmのセグメントチップ７０個を作製した。
このセグメントチップ７０個を、直径１ ,０００ mmの円板状のセンタベースの外周部に等
間隔にロウ付けして、サーキュラソーブレードを作製した。このサーキュラソーブレード
を用いて、実施例１と同じ条件で花崗岩を切断した。
この切断において、切断時の主軸負荷は、最大負荷値の１４ .９％であった。セグメント
チップの摩耗１ mm当たりの花崗岩の切断面積は、８ .４ｍ 2であった。また、切断精度の指
標となる曲がり範囲は、平均０ .９１ mm、最大１ .６８ mmであった。
実施例１及び比較例１の結果を第１表に示す。
【００１１】
【表１】
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【００１２】
チップの中央部に正四角柱状の空間を有するセグメントチップを用いた実施例１と、中央
部の空間のない従来のセグメントチップを用いた比較例１を比較すると、実施例１の主軸
負荷は比較例１の主軸負荷の０ .９１倍であって、実施例１のチップは切れ味に優れ、セ
グメントチップの摩耗１ mm当たりの切断面積より推算すると、実施例１のチップの寿命は
比較例１のチップの寿命の０ .７５倍と短く、また、実施例１の曲がり範囲は比較例１の
曲がり範囲の０ .８２～０ .８８倍であって本発明方法により製造した中央部に空間を有す
るセグメントチップを用いることにより、切断精度が向上することが分かる。
【００１３】
【発明の効果】
本発明方法によれば、チップの中央部に柱状の空間を有し、研削液や切り屑の排出性に優
れ、良好な切れ味を有する切断砥石のセグメントチップを、精度よく、容易かつ経済的に
製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、焼結型の一態様の斜視図である。
【図２】図２は、本発明方法の実施の一態様の説明図である。
【図３】図３は、本発明方法により製造したセグメントチップの一態様の斜視図、平面図
及び断面図である。
【図４】図４は、図３に示すセグメントチップを装着した切断砥石の一部を示す斜視図で
ある。
【図５】図５は、本発明方法により製造したセグメントチップの他の態様の斜視図、平面
図及び断面図である。
【図６】図６は、本発明方法により製造したセグメントチップの他の態様の斜視図、平面
図及び側面図である。
【図７】図７は、本発明方法により製造したセグメントチップの他の態様の斜視図、平面
図及び断面図である。
【図８】図８は、本発明方法により製造したセグメントチップの他の態様の斜視図、平面
図及び断面図である。
【図９】図９は、本発明方法により製造したセグメントチップの他の態様の斜視図、平面
図及び断面図である。
【符号の説明】
１　円柱状の型
２　キャビティ
３　柱状の成形品
４　下パンチ
５　超砥粒と結合材の混合粉末
６　ならし型
７　上パンチ
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８　超砥粒焼結体
９　柱状の空間
１０　セグメントチップ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

(10) JP 3817023 B2 2006.8.30



フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０４－２０２６０８（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５８－０１０４６１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－１３８４４８（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－０７１８０２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０１－１７７９７５（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５５－１３１４７４（ＪＰ，Ａ）
              実公昭５６－００７４１０（ＪＰ，Ｙ２）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              B24D  5/00
              B24D  5/06
              B24D  3/00
              B24D  3/06
              B22F  3/00

(11) JP 3817023 B2 2006.8.30


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

